
○ 総 務 省 令 第    号 
電 波 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 百 三 十 一 号 ） 第 百 条 第 一 項 第 一 号 の 規 定 に 基 づ き 、 及 び 同 法 を 実 施 す

る た め 、 電 波 法 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 を 次 の よ う に 定 め る 。 

令 和   年   月   日 

総 務 大 臣  鈴 木  淳 司 

電 波 法 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 

電 波 法 施 行 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る

規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 の よ う に 改 め る 。 



 

 

 

改  正  後 改  正  前 
（ 通 信 設 備 ）  （ 通 信 設 備 ） 

第 四 十 四 条 法 第 百 条 第 一 項 第 一 号 の 規 定 に よ る 許 可 を 要 し な い 通 信 設 備 は 、 次 に 掲 げ る も の と 

 す る 。 

第 四 十 四 条 ［ 同 上 ］ 

 ［ 一 ・ 二 略 ］ ［ 一 ・ 二 同 上 ］ 

２ 前 項 第 一 号 の ⑴ の 総 務 大 臣 の 指 定 は 、 次 に 掲 げ る 区 分 ご と に 行 う 。 

 ［ 一 略 ］ 

２ ［ 同 上 ］ 

［ 一 同 上 ］ 

 二 事 業 用 電 気 工 作 物 （ 電 気 事 業 法 第 三 十 八 条 第 二 項 に 規 定 す る 事 業 用 電 気 工 作 物 を い う 。 ） 

と し て 維 持 さ れ 、 及 び 運 用 さ れ る 電 線 路 と 直 接 に 電 気 的 に 接 続 さ れ 引 込 口 に お い て 設 置 さ れ 

る 分 電 盤 か ら 負 荷 側 又 は 鋼 船 内 に 設 置 さ れ た 配 電 盤 か ら 負 荷 側 に お い て 、 二 ㎒ か ら 三 〇 ㎒ ま 

で の 周 波 数 の 搬 送 波 に よ り 信 号 を 送 信 し 、 及 び 受 信 す る 電 力 線 搬 送 通 信 設 備 （ 以 下 「 広 帯 域 

電 力 線 搬 送 通 信 設 備 」 と い う 。 ） で あ つ て 、 次 に 掲 げ る も の 

 

  ［ ⑴ ・ ⑵ 略 ］ 

（ 型 式 確 認 ） 

第 四 十 六 条 の 七 製 造 業 者 等 は 、 そ の 製 造 し 、 又 は 輸 入 す る 電 子 レ ン ジ 又 は 電 磁 誘 導 加 熱 式 調 理 

器 の 型 式 に つ い て 、 次 の 各 号 の 区 別 に 従 い 、 当 該 各 号 に 掲 げ る 条 件 に 適 合 し て い る こ と の 確 認 

（ 以 下 「 型 式 確 認 」 と い う 。 ） を 行 う こ と が で き る 。 

［ 一 略 ］ 

 二 電 磁 誘 導 加 熱 式 調 理 器 

  ［ ⑴ 略 ］ 

  ⑵ 高 周 波 出 力 の 定 格 値 が 十 キ ロ ワ ッ ト 以 下 で あ り 、 か つ 、 動 作 状 態 に お け る 高 周 波 出 力 の 

最 大 値 が 定 格 値 の 一 二 〇 パ ー セ ン ト を 超 え な い こ と 。 

  ［ ⑶ ～ ⑹ 略 ］ 

［ ２ ～ ４ 略 ］ 

 二 一 般 の 需 要 に 応 じ た 電 気 の 供 給 に 係 る 分 電 盤 で あ つ て 、 一 般 送 配 電 事 業 者 （ 電 気 事 業 法 第 

  二 条 第 一 項 第 九 号 に 規 定 す る 一 般 送 配 電 事 業 者 を い う 。 ） が 維 持 し 、 及 び 運 用 す る 電 線 路 と 

  直 接 に 電 気 的 に 接 続 さ れ 引 込 口 に お い て 設 置 さ れ る も の か ら 負 荷 側 、 又 は 鋼 船 内 に 設 置 さ れ 

  た 配 電 盤 か ら 負 荷 側 に お い て 、 二 ㎒ か ら 三 〇 ㎒ ま で の 周 波 数 の 搬 送 波 に よ り 信 号 を 送 信 し 、 

  及 び 受 信 す る 電 力 線 搬 送 通 信 設 備 （ 以 下 「 広 帯 域 電 力 線 搬 送 通 信 設 備 」 と い う 。 ） で あ つ て 

、 次 に 掲 げ る も の 

  ［ ⑴ ・ ⑵ 同 上 ］ 

（ 型 式 確 認 ） 

第 四 十 六 条 の 七 ［ 同 上 ］ 

 

 

［ 一 同 上 ］ 

 ［ 二 同 上 ］ 

  ［ ⑴ 同 上 ］ 

  ⑵ 高 周 波 出 力 の 定 格 値 が 三 キ ロ ワ ッ ト 以 下 で あ り 、 か つ 、 動 作 状 態 に お け る 高 周 波 出 力 の 

最 大 値 が 定 格 値 の 一 二 〇 パ ー セ ン ト を 超 え な い こ と 。 

  ［ ⑶ ～ ⑹ 同 上 ］ 

［ ２ ～ ４ 同 上 ］ 

  

備 考 表 中 の ［ ］ の 記 載 は 注 記 で あ る 。 



 

 

 
   附  則 

 （ 施 行 期 日 ） 

１  こ の 省 令 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 

 （ 経 過 措 置 ） 

２  こ の 省 令 に よ る 改 正 前 の 電 波 法 施 行 規 則 （ 以 下 「 旧 規 則 」 と い う 。 ） 第 四 十 四 条 第 二 項 第 二 号 に

規 定 す る 広 帯 域 電 力 線 搬 送 通 信 設 備 に 係 る 電 波 法 第 百 条 第 一 項 の 設 置 の 許 可 及 び 旧 規 則 第 四 十 四 条

第 一 項 第 一 号 ⑴ の 型 式 の 指 定 並 び に 電 磁 誘 導 加 熱 式 調 理 器 に 係 る 旧 規 則 第 四 十 六 条 の 七 第 一 項 （ 第

二 号 に 係 る も の に 限 る 。 ） の 型 式 の 確 認 は 、 こ の 省 令 の 施 行 後 に お い て も 、 な お そ の 効 力 を 有 す る 。  


